
運転資金・設備資金

 対象者

500万円

60月以内  対   象

湘南信用金庫　寒川支店  補助率  限度額 10万円

平塚信用金庫　寒川支店

横浜銀行　寒川支店

静岡中央銀行　寒川支店、香川支店  対象者 施設整備資金特別融資を受けた中小企業者

 対   象 融資機関に支払った利子

 補助率 50%  期   間 5年以内

施設整備資金

2.3％以下  対象者

5,000万円

10年以内  対   象

湘南信用金庫　寒川支店  補助率 50%  期   間 2年以内

平塚信用金庫　寒川支店

横浜銀行　寒川支店

静岡中央銀行　寒川支店、香川支店  対象者

 対   象 共済掛金

 補助率 10%  限度額 月額上限500円／人

 期   間 3年

中小企業事業資金融資を行った取扱金融機関

年1.3％

返済開始から完了までの期間（最高5年間）  対象者

 期   間 融資に係る１回目の償還をした日から１年

 補助率  限度額 15万円

対象者 ISO等の認証を取得した者 対象者 対象者 専門性の高い資格を取得した者

対象経費 ISO等の認証取得経費 対象経費 受験料・受講料・登録料の総額

申請料・審査料・登録料　等 対象経費 ①主催者に支払った出展経費 補助率 対象経費の1/2

補助率 対象経費の1/3以内 限度額 10万円

限度額

補助率

限度額

【中小企業者】
中小企業基本法第２条に定める中小企業者（発行株式の総数または出資の総数の２分の１を超え
た出資が中小企業以外の企業から行われていない事業者）
【小規模事業者】町内において常時使用する従業員の数が２０人以下の法人又は個人

　中小企業活性化事業補助金
資格取得事業補助金販路拡大等事業補助金ISO等認証取得促進事業補助

町内で事業所又は工場等の新設、増設、
更新を行う等、一定の条件を満たしている
中小企業者

　施設整備資金特別融資

 申   込

期　間

補助率

対象者

 対象者

 期　 間

 限度額

 利　 率

 使 　途

　事業資金融資
町内に住所があり、1年以上継続して同一
事業を営んでいる等、一定の条件を満たし
ている中小企業者

 使 　途

 利　 率

 限度額

 期　 間

神奈川県中小企業制度融資の一部

神奈川県が実施している融資制度
県金融課045-210-5677

 対象者

100%

　信用保証料補助
事業資金・施設整備資金・県小規模事業資
金融資を受け、神奈川県信用保証協会の
信用保証をつけた中小企業者＊令和２年度から

対象融資を拡大

　施設整備資金特別融資利子補助

保証協会に支払った信用保証料

　小規模事業者経営改善融資利子補助
町商工会の推薦を受け、日本政策金融公
庫が行う小規模事業者経営改善資金融資
（マル経融資）を受け、町内で1年以上事業
を営んでいる等、一定の条件を満たしてい
る小規模事業者

日本政策金融公庫に支払った利子

　退職金共済掛金補助
中小企業退職金共済法及び所得税法施行
令に規定された退職金共済契約を締結し
た中小企業者

100%

1.0％以下
(2.3％以下のうち1.3％を町が金融機関へ利子補
給）

50万円 or 20万円
※認証の種類によって異なる

①国内外への展示会等の出展者
②販路拡大に伴うホームペー ジ
   ・ＰＲ動画の作成者

②作成に伴う委託料、作成ソフト
　 購入費

対象経費の4/5以内

　創業者支援利子補助金
町内で個人事業の開業又は法人を設立
し、創業支援金融機関等から融資を受け、
町創業支援事業計画に基づく特定創業支
援事業を修了した者

　事業資金融資利子補給金

取扱金融機関が毎年2月末日までに町産
業振興課に申請。

申　込

 申   込

①30万円　②10万円

寒川町の企業支援策

企業進出

支援

既存企業

支援

寒川町のポテンシャル

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の一部である「さがみ縦
貫道路」が全線開通となり、町内に寒川南・北の２箇所にイン
ターチェンジが設置されました。これによって渋滞の緩和や、東
名高速道路・中央自動車道路などへのアクセスが容易になるな
ど、経済活動環境が向上しています。

人口や産業の集積も高い県央・湘南地域に、首都圏や全国との交流連携の窓口となる「新幹線新駅」の誘致
が実現すると、全国の都市との交流が飛躍的に活発になり、首都圏における主要な交通結節点となります。

神奈川県や周辺市などとともに寒川町倉見地区への新幹線新駅の誘致に取り組んでいます。

融資 補助
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さがみ縦貫道路が全線開通により、交通網の利便性向上していま



　 立地とは企業等が事業所を町内に新設し、又は増設して事業を開始することをいいます
次の要件を全て満たす企業等が対象です。

　 ・条例による適用を受け税制上の優遇措置を受けている。

　 ・雇用後１年以上継続して雇用。

①1年2月雇用した場合：1人につき20万円

工業専用地域・工業地域・準工業地域 ②2年2月雇用した場合：1人につき10万円

※障害者雇用の場合は10万円を加算

※①②ともに上限10人

日本標準産業分類に規定する次の業種

・製造業（大分類Ｅ） 申請時期

・情報通信業（大分類Ｇ）

・自然科学研究所（小分類７１１）

その他地域経済の発展に寄与すると町長が認める事業

次の要件を全て満たす企業等が対象です。

　　・条例による適用を受け税制上の優遇措置を受けている。

毎年１月１日～１２月３１日までに支払った利子額に相当する額(補助率１００％)

利子の返済開始月から最長６０ヶ月

（税制上の優遇措置が３年間の場合には３６ヶ月）

申請時期 ２月末までに、前年分の交付申請が必要です。

立地の日以降２ヶ月以内に、適用申請が必要です。

対象企業 　 ・１年以上町内に住所を有する町民を立地の日の前後２ヶ月以内に常勤の従業
員として雇用。

対象企業

補 助 額

補助期間

５千万円以上 ３千万円以上

土地の取得を伴う場合

　投資額とは企業等が立地のために固定資産（土地、家屋、償却資産）の取得に要
した費用の総額です。ただし、国等からの補助金などは控除します。

大企業 ３億円以上 ２億円以上

土地の取得を伴わない場合

企業等の立地促進に関する条例による適用要件等

　立地の日から１年２ヶ月を経過した日以降１ヶ月以内に、適用申請
が必要です。注意事項

助 成 額

０．２％→０．１％　（１/２軽減）

新築、増築、取得

１．４％→０．７％　（１/２軽減）

※田端西地区土地区画整理事業区域内の土地に取得対して課する固定資産税には適用されませ
ん。（事業区域内ですでに立地している企業等が立地を行う場合は適用されます。）

　補助対象企業になるには、税制の優遇措置を受けてからになりま
す。利子の返済開始月から６０（３６）ヶ月が補助期間となっているの
で、税制上の優遇措置を受ける前に支払っている利子や期間につい
ては、補助の対象外となり、補助期間が短縮されます。

適用制限
注意事項

対象地域

対象業種

最低投資額

適用期間

注意事項

対象資産
固定資産分類

投資条件

土地 家屋 償却資産

取得

申請時期

適用制限

固定資産税

都市計画税

立地期限
　税制優遇は、「企業等の立地促進に関する条例」に基づくものである
ため、令和８年３月３１日までに立地した企業が対象です。

税制優遇を受けている期間は、新たな税制優遇を受けることはできません。

　　・「神奈川県産業集積支援融資」または「神奈川県企業誘致促進融資」を受け
ている。

※田端西地区土地区画整理事業区域内において立地を行った場合は、家屋の取得を伴う場合5年
度分、償却資産の取得のみの場合は3年度分となります。

土地の取得を伴う場合

土地の取得を伴わない場合

償却資産のみの場合

７年度分

５年度分

３年度分

取得

軽減税率

中小企業

税制優遇

雇用に対する助成

県の産業集積融資に対する利子補助

寒川町環境経済部産業振興課 0467-74-1111 企業支援担当 内線761・762


